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【事務連絡者氏名】 取締役経理部長　　久保出　健二

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式

【届出の対象とした募集（売出）金額】 一般募集 933,300,000円

 引受人の買取引受けによる売出し 672,792,000円

 オーバーアロットメントによる売出し 247,350,000円

 （注）１　募集金額は、会社法上の払込金額（以下、本有価証

券届出書において「発行価額」という。）の総額

であり、平成24年９月21日（金）現在の株式会社

東京証券取引所における当社普通株式の終値を基

準として算出した見込額であります。

ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額に

て買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額

（発行価格）で一般募集を行うため、一般募集に

おける発行価格の総額は上記の金額とは異なりま

す。

２　売出金額は、売出価額の総額であり、平成24年９月

21日（金）現在の株式会社東京証券取引所におけ

る当社普通株式の終値を基準として算出した見込

額であります。

【安定操作に関する事項】 １　今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式に

ついて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商

品取引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が

行われる場合があります。

２　上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市

場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引

所であります。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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第一部【証券情報】
 

第１【募集要項】
 

１【新規発行株式】

種類 発行数 内容

普通株式 1,000,000株
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社
における標準となる株式
単元株式数　100株

　（注）１　平成24年９月28日（金）開催の取締役会決議によります。

２　本募集（以下、「一般募集」という。）及び一般募集と同時に行われる後記「第２　売出要項　１　売出株式（引受人

の買取引受けによる売出し）」に記載の売出し（以下、「引受人の買取引受けによる売出し」という。）に伴い、そ

の需要状況等を勘案し、250,000株を上限として大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式の売出し

（以下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行う場合があります。

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　１　

オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

３　一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しとは別に、平成24年９月28日（金）開催の取締役会において、後記

「募集又は売出しに関する特別記載事項　１　オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載の大和証

券株式会社を割当先とする当社普通株式250,000株の第三者割当増資（以下、「本件第三者割当増資」という。）を

行うことを決議しております。

４　一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その

内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　２　ロックアップについて」をご参照下さい。

５　振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
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２【株式募集の方法及び条件】

　平成24年10月９日（火）から平成24年10月12日（金）までの間のいずれかの日（以下、「発行価格等決定日」という。）に

決定される発行価額にて後記「３　株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行

価格）で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総額との

差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。

（１）【募集の方法】

区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

株主割当 ― ― ―

その他の者に対する割当 ― ― ―

一般募集 1,000,000株 933,300,000 466,650,000

計（総発行株式） 1,000,000株 933,300,000 466,650,000

　（注）１　全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。

２　発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。

３　資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等

増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとしま

す。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。

４　発行価額の総額及び資本組入額の総額は、平成24年９月21日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普

通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

 

（２）【募集の条件】

発行価格（円）
発行価額
（円）

資本組入
額（円）

申込株
数単位

申込期間
申込証拠
金（円）

払込期日

未定
(注)１、２

（発行価格等決定
日の株式会社東京
証券取引所におけ
る当社普通株式の
終値（当日に終値
のない場合は、そ
の日に先立つ直近
日の終値）に0.90
～1.00を乗じた価
格（１円未満端数
切捨て）を仮条件
とします。）

未定
(注)１、
２

未定
(注)１

100株
自　平成24年10月15日(月)
至　平成24年10月16日(火)

(注)３

１株につ
き発行価
格と同一
の金額

平成24年10月19日(金)

　（注）１　日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件による需要状

況等を勘案した上で、平成24年10月９日（火）から平成24年10月12日（金）までの間のいずれかの日（発行価格等

決定日）に、一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（当社が引受人より１株当たりの新株

式払込金として受取る金額）及び資本組入額を決定いたします。なお、資本組入額は、前記「(1）募集の方法」に記

載の資本組入額の総額を前記「１　新規発行株式」に記載の発行数で除した金額となります。

今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以下同じ。）が

決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入

額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、引受人の買取引受けによ

る売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売

出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌

日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日まで

の期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］http://www.fpg.jp/ir/news.html）（以下、「新聞

等」という。）において公表します。発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行わ

れる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等

の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分

が交付され、新聞等による公表は行いません。

２　前記「２　株式募集の方法及び条件」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行

価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
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３　申込期間については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決定する予定でありま

す。なお、上記申込期間については、需要状況等を勘案した上で繰り上げることがあります。当該需要状況等の把握

期間は、最長で平成24年10月５日（金）から平成24年10月12日（金）までを予定しておりますが、実際の発行価格

等の決定期間は、平成24年10月９日（火）から平成24年10月12日（金）までを予定しております。

したがいまして、

①　発行価格等決定日が平成24年10月９日（火）の場合、申込期間は「自　平成24年10月10日（水）　至　平成24年10

月11日（木）」

②　発行価格等決定日が平成24年10月10日（水）の場合、申込期間は「自　平成24年10月11日（木）　至　平成24年10

月12日（金）」

③　発行価格等決定日が平成24年10月11日（木）の場合、申込期間は「自　平成24年10月12日（金）　至　平成24年10

月15日（月）」

④　発行価格等決定日が平成24年10月12日（金）の場合、上記申込期間のとおり、

となりますのでご注意下さい。

４　申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。

５　申込証拠金のうち発行価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当します。

６　申込証拠金には、利息をつけません。

７　株式の受渡期日は、平成24年10月22日（月）となります。

株式は受渡期日から売買を行うことができます。

社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口座での振

替により行われます。

 

（３）【申込取扱場所】

　後記「３　株式の引受け」に記載の金融商品取引業者及びその委託販売先である金融商品取引業者の本店及び国内

各支店で申込みの取扱いをいたします。

 

（４）【払込取扱場所】

店名 所在地

株式会社みずほ銀行　青山支店 東京都港区北青山三丁目６番12号

　（注）　上記払込取扱場所での申込みの取扱いは行いません。
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３【株式の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 800,000株１　買取引受けによります。

２　引受人は新株式払込金と

して、払込期日に払込取

扱場所へ発行価額と同額

を払込むことといたしま

す。

３　引受手数料は支払われま

せん。ただし、一般募集に

おける価額（発行価格）

と発行価額との差額は引

受人の手取金となりま

す。

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 60,000株

みずほインベスターズ証券
株式会社

東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目10番
30号

60,000株

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 60,000株

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 10,000株

極東証券株式会社
東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番
７号

10,000株

計 ― 1,000,000株 ―

 

４【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

933,300,000 9,000,000 924,300,000

　（注）１　引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、消費税等

は含まれておりません。

２　払込金額の総額（発行価額の総額）は、平成24年９月21日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通

株式の終値を基準として算出した見込額であります。

 

（２）【手取金の使途】

　上記差引手取概算額924,300,000円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本件第三者割当増

資の手取概算額上限231,325,000円と合わせた手取概算額合計上限1,155,625,000円について、全額を短期借入金の返

済資金として、平成25年９月期中に充当する予定であります。

　当社は、タックス・リース・アレンジメント事業において、当社子会社（ＳＰＣ）の匿名組合契約に基づく権利を投

資家に販売しておりますが、リース開始日時点で、当社子会社（ＳＰＣ）に当該権利の未販売分がある場合には、投資

家に地位譲渡することを前提に、当社が一時的に立替取得を行う場合があります。上記の短期借入金は、当該権利を一

時的に立替取得するために調達したものであります。
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第２【売出要項】
 

１【売出株式（引受人の買取引受けによる売出し）】

　平成24年10月９日（火）から平成24年10月12日（金）までの間のいずれかの日（発行価格等決定日）に決定される引受価

額にて後記「２　売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該引受価額

と異なる価額（売出価格、発行価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額を売出人に支

払い、引受人の買取引受けによる売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は引受人に対

して引受手数料を支払いません。

種類 売出数 売出価額の総額（円）
売出しに係る株式の所有者の住所及び
氏名又は名称

普通株式 680,000株 672,792,000
東京都世田谷区
谷村　尚永

　（注）１　一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、大和証券株式会社がオーバーア

ロットメントによる売出しを行う場合があります。

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　１　

オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

２　一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その

内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　２　ロックアップについて」をご参照下さい。

３　振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

４　売出価額の総額は、平成24年９月21日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準と

して算出した見込額であります。
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２【売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）】

売出価格
（円）

引受価額
（円）

申込期間 申込単位
申込証拠
金（円）

申込受付
場所

引受人の住所及び氏名
又は名称

元引受
契約の
内容

未定
(注)１、２

（発行価格等決
定日の株式会社
東京証券取引所
における当社普
通株式の終値
（当日に終値の
ない場合は、そ
の日に先立つ直
近日の終値）に
0.90～1.00を乗
じた価格（１円
未満端数切捨
て）を仮条件と
します。）

未定
(注)１、２

自　平成24年
10月15日(月)
至　平成24年
10月16日(火)
(注)３

100株

１株につ
き売出価
格と同一
の金額

右記金融
商品取引
業者及び
その委託
販売先で
ある金融
商品取引
業者の本
店及び国
内各支店

東京都千代田区丸の内
一丁目９番１号
大和証券株式会社
 
東京都中央区日本橋一
丁目９番１号
野村證券株式会社
 
東京都中央区日本橋蛎
殻町二丁目10番30号
みずほインベスター
ズ証券株式会社
 
東京都千代田区丸の内
三丁目３番１号
ＳＭＢＣ日興証券株
式会社
 
東京都港区六本木一丁
目６番１号
株式会社ＳＢＩ証券
 
東京都中央区日本橋茅
場町一丁目４番７号
極東証券株式会社

(注)４

　（注）１　日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件による需要状

況等を勘案した上で、平成24年10月９日（火）から平成24年10月12日（金）までの間のいずれかの日（発行価格等

決定日）に、売出価格を決定し、併せて引受価額（売出人が引受人より１株当たりの売買代金として受取る金額）

を決定いたします。

今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金）が決定された場合

は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手

取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、引受人の買取引受けによる売出しの売出価

額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の

総額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等

の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社

ウェブサイト（［URL］http://www.fpg.jp/ir/news.html）（新聞等）において公表します。発行価格等が決定さ

れる前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。ま

た、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容に

ついての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。

２　前記「１　売出株式（引受人の買取引受けによる売出し）」の冒頭に記載のとおり、売出価格と引受価額とは異なり

ます。売出価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

３　申込期間については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決定する予定でありま

す。なお、上記申込期間については、需要状況等を勘案した上で繰り上げることがあります。当該需要状況等の把握

期間は、最長で平成24年10月５日（金）から平成24年10月12日（金）までを予定しておりますが、実際の発行価格

等の決定期間は、平成24年10月９日（火）から平成24年10月12日（金）までを予定しております。

したがいまして、

①　発行価格等決定日が平成24年10月９日（火）の場合、申込期間は「自　平成24年10月10日（水）　至　平成24年10

月11日（木）」

②　発行価格等決定日が平成24年10月10日（水）の場合、申込期間は「自　平成24年10月11日（木）　至　平成24年10

月12日（金）」

③　発行価格等決定日が平成24年10月11日（木）の場合、申込期間は「自　平成24年10月12日（金）　至　平成24年10

月15日（月）」

④　発行価格等決定日が平成24年10月12日（金）の場合、上記申込期間のとおり、

となりますのでご注意下さい。

４　元引受契約の内容

買取引受けによります。
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引受手数料は支払われません。

ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金となります。

なお、引受人の手取金は前記「第１　募集要項　３　株式の引受け　引受けの条件」において決定される引受人の手取

金と同一といたします。

各金融商品取引業者の引受株式数

金融商品取引業者名 引受株式数

大和証券株式会社 544,000株

野村證券株式会社 40,800株

みずほインベスターズ証券株式会社 40,800株

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 40,800株

株式会社ＳＢＩ証券 6,800株

極東証券株式会社 6,800株

５　申込みの方法は、申込期間内に申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。

６　申込証拠金のうち引受価額相当額は、受渡期日に売出人への支払いに充当します。

７　申込証拠金には、利息をつけません。

８　株式の受渡期日は、平成24年10月22日（月）であります。

株式は受渡期日から売買を行うことができます。

社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口座での振

替により行われます。
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３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】

種類 売出数 売出価額の総額（円）
売出しに係る株式の所有者の住所及び
氏名又は名称

普通株式 250,000株 247,350,000
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
大和証券株式会社

　（注）１　オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を

勘案し、250,000株を上限として大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式の売出しであります。上記

の売出数はオーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需要状況等により減少し、

又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　１　

オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

今後、売出数が決定された場合は、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の

手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概

算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の

総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総

額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の

決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社

ウェブサイト（［URL］http://www.fpg.jp/ir/news.html）（新聞等）において公表します。発行価格等が決定さ

れる前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。ま

た、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容に

ついての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。

２　振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

３　売出価額の総額は、平成24年９月21日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準と

して算出した見込額であります。

 

４【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】

売出価格
（円）

申込期間 申込単位
申込証拠
金（円）

申込受付場所
引受人の住所及び氏名又は
名称

元引受
契約の
内容

未定
(注)１

自　平成24年
10月15日(月)
至　平成24年
10月16日(火)
(注)１

100株

１株につ
き売出価
格と同一
の金額

大和証券株式会
社及びその委託
販売先である金
融商品取引業者
の本店及び国内
各支店

― ―

　（注）１　売出価格及び申込期間については、前記「２　売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）」において決定さ

れる売出価格及び申込期間とそれぞれ同一といたします。

２　申込みの方法は、申込期間内に申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。

３　申込証拠金には、利息をつけません。

４　株式の受渡期日は平成24年10月22日（月）であります。

株式は受渡期日から売買を行うことができます。

社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口座での振

替により行われます。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
 

１　オーバーアロットメントによる売出し等について

　一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、250,000株を上限として大和証券株式会

社が当社株主より借受ける当社普通株式（以下、「貸借株式」という。）の売出し（オーバーアロットメントによる売出

し）を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要状況等により

減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。

　オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は平成24年９月28日（金）開催の取締役会において、大和証券株式

会社を割当先とする当社普通株式250,000株の第三者割当増資（本件第三者割当増資）を平成24年11月14日（水）を払込期

日として行うことを決議しております。また、同取締役会において、本件第三者割当増資について、会社法上の払込金額は、一

般募集における発行価額と同一の金額とすること、会社法上の増加する資本金の額は、会社計算規則第14条第１項に従い算

出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるこ

と、及び会社法上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを

決議しております。

　大和証券株式会社は、一般募集、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間

（以下、「申込期間」という。）中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買付けた株

式の全部又は一部を貸借株式の返還に充当する場合があります。

　また、大和証券株式会社は、申込期間終了日の翌日から平成24年11月９日（金）までの間（以下、「シンジケートカバー取

引期間」という。（注））、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、株式会社東京証券取引所に

おいて当社普通株式の買付け（以下、「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があり、当該シンジケートカバー取

引で買付けられた株式は全て貸借株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、大和証券株

式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しを行った株式数に至ら

ない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

　大和証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数から上記の安定操作取引及びシンジケートカ

バー取引に係る貸借株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、本件第三者割当増資に係る割当に応じる予定で

あります。

　したがって、本件第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三

者割当増資における最終的な発行数がその限度で減少し、又は発行そのものが全く行われない場合があります。

　なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合

の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、大和証

券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借受けは行われません。したがって、この場合には、大和証券株式会社

は本件第三者割当増資に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三者割当増資における新株式発行

は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。

　（注）　シンジケートカバー取引期間は、

①　発行価格等決定日が平成24年10月９日（火）の場合、「平成24年10月12日（金）から平成24年11月９日

（金）までの間」

②　発行価格等決定日が平成24年10月10日（水）の場合、「平成24年10月13日（土）から平成24年11月９日

（金）までの間」

③　発行価格等決定日が平成24年10月11日（木）の場合、「平成24年10月16日（火）から平成24年11月９日

（金）までの間」

④　発行価格等決定日が平成24年10月12日（金）の場合、「平成24年10月17日（水）から平成24年11月９日

（金）までの間」

となります。

 

EDINET提出書類

株式会社ＦＰＧ(E24651)

有価証券届出書（組込方式）

10/34



２　ロックアップについて

　一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関連して、売出人である谷村尚永及び当社株主であるＨＴホールディン

グス株式会社は、大和証券株式会社に対し、発行価格等決定日に始まり、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの受

渡期日から起算して180日目の日に終了する期間（以下、「ロックアップ期間」という。）中、大和証券株式会社の事前の書

面による同意なしには、当社株式、当社株式に転換若しくは交換されうる証券又は当社株式を取得若しくは受領する権利を

表章する証券の売却等（ただし、引受人の買取引受けによる売出し等を除く。）を行わない旨合意しております。

　また、当社は、大和証券株式会社に対し、ロックアップ期間中、大和証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社株

式、当社株式に転換若しくは交換されうる証券又は当社株式を取得若しくは受領する権利を表章する証券の発行等（ただ

し、一般募集、本件第三者割当増資及び株式分割に係る新株式発行並びにストックオプションとしての新株予約権の発行等

を除く。）を行わない旨合意しております。

　上記のいずれの場合においても、大和証券株式会社は、ロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部又

は全部につき解除できる権限を有しております。

 

第３【第三者割当の場合の特記事項】
 

　該当事項はありません。
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第４【その他の記載事項】
 

　特に新株式発行並びに株式売出届出目論見書に記載しようとしている事項は次のとおりであります。

 

・表紙に当社のロゴマーク を記載します。

 

・表紙裏に以下の内容を記載します。

１．募集又は売出しの公表後における空売りについて

(1）金融商品取引法施行令第26条の６の規定により、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」（以下、「取引等規

制府令」という。）第15条の５に定める期間（有価証券の募集又は売出しについて、有価証券届出書が公衆の縦覧に

供された日の翌日から、発行価格又は売出価格を決定したことによる当該有価証券届出書の訂正届出書が公衆の縦覧

に供された時までの間（※１））において、当該有価証券と同一の銘柄につき取引所金融商品市場における空売り

（※２）又はその委託若しくは委託の取次ぎの申込みを行った投資家は、当該募集又は売出しに応じて取得した有価

証券により当該空売りに係る有価証券の借入れ（※３）の決済を行うことはできません。

(2）金融商品取引業者等は、(1)に規定する投資家がその行った空売り（※２）に係る有価証券の借入れ（※３）の決済

を行うために当該募集又は売出しに応じる場合には、当該募集又は売出しの取扱いにより有価証券を取得させること

ができません。

※１　取引等規制府令第15条の５に定める期間は、平成24年９月29日（土）から、発行価格及び売出価格を決定したことに

よる有価証券届出書の訂正届出書が平成24年10月９日（火）から平成24年10月12日（金）までのいずれかの日に

提出され、公衆の縦覧に供された時までの間となります。

※２　取引等規制府令第15条の７各号に掲げる、次の取引を除きます。

・先物取引

・国債証券、地方債証券、社債券（新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。）、投資法人債券等の空売り

・取引所金融商品市場における立会外売買による空売り

※３　取引等規制府令第15条の６に定めるもの（売戻条件付売買又はこれに類似する取引による買付け）を含みます。

 

２．今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以下同じ。）が決定

された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、

差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、引受人の買取引受けによる売出しの売出

価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総

額をいう。以下同じ。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び

発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上

の当社ウェブサイト（［URL］http://www.fpg.jp/ir/news.html）（以下、「新聞等」という。）において公表します。

発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交

付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記

載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。

 

・表紙の次に、以下に掲げる「１．会社概要」から「６．タックス・リース・アレンジメント事業の展開状況」までの内容

をカラー印刷したものを記載します。
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・第一部　証券情報の直前に以下の内容を記載いたします。

 

（株価情報等）

１【株価、ＰＥＲ及び株式売買高の推移】

　平成22年９月７日から平成23年10月２日までの株式会社大阪証券取引所及び平成23年10月３日から平成24年９月21日まで

の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の株価、ＰＥＲ及び株式売買高の推移（週単位）は以下のとおりでありま

す。

　なお、当社株式は、平成22年９月７日をもって株式会社大阪証券取引所に上場いたしましたので、それ以前の株価、ＰＥＲ及

び株式売買高について該当事項はありません。

　（注）１　・株価のグラフ中の１本の罫線は、週単位の始値、高値、安値、終値の４種類の株価を表しております。

・始値と終値の間は箱形、高値と安値の間は線で表しております。

・終値が始値より高い時は中を白ぬき、安い時は中黒で表しております。

２　ＰＥＲの算出は、以下の算式によります。

 
ＰＥＲ（倍）＝

週末の終値

 １株当たり当期純利益

・平成22年９月７日から平成22年９月30日については、平成22年８月２日提出の有価証券届出書の平成21年９月期

の財務諸表の１株当たり当期純利益を1,000で除した数値を使用（平成21年12月26日付で株式１株につき1,000

株の株式分割を行っているため。）。

・平成22年10月１日から平成23年９月30日については、平成22年９月期有価証券報告書の平成22年９月期の財務諸

表の１株当たり当期純利益を２で除した数値を使用（平成23年４月１日付で株式１株につき２株の株式分割を

行っているため。）。

・平成23年10月１日から平成24年９月21日については、平成23年９月期有価証券報告書の平成23年９月期の財務諸

表の１株当たり当期純利益を３で除した数値を使用（平成23年11月１日付で株式１株につき３株の株式分割を

行っているため。）。
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２【大量保有報告書等の提出状況】

　平成24年３月28日から平成24年９月21日までの間における当社株式に関する大量保有報告書等の提出状況は、以下のとお

りであります。

提出者（大量保有者）
の氏名又は名称

報告義務発生日 提出日 区分
保有株券等の
総数（株）

株券等の保有
割合（％）

谷村　尚永
平成24年３月27日平成24年３月29日

変更報告書
（注）１

4,624,40062.39

谷村　真紀 168,000 2.27

谷村　尚永

平成24年８月27日平成24年８月31日
変更報告書
（注）２

924,400 12.47

谷村　真紀 168,000 2.27

ＨＴホールディングス株
式会社

3,700,00049.92

　（注）１　谷村尚永及び谷村真紀は共同保有者であります。

２　谷村尚永、谷村真紀及びＨＴホールディングス株式会社は共同保有者であります。

３　上記大量保有報告書等は関東財務局に、また大量保有報告書等の写しは当社普通株式が上場されている株式会社東

京証券取引所に備置され、一般の縦覧に供されております。
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第二部【公開買付けに関する情報】
 

　該当事項はありません。

 

第三部【追完情報】
 

１　事業等のリスクについて

　後記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書（第10期）及び四半期報告書（第11期第３四半期）（以下、「有価証券

報告書等」という。）に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書提

出日（平成24年９月28日）までの間において変更及び追加すべき事項が生じております。以下の内容は当該「事業等のリス

ク」を一括して記載したものであり、当該変更及び追加箇所については、＿＿＿罫で示しております。

　また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は以下「事業等のリスク」に記載し

た事項を除き本有価証券届出書提出日（平成24年９月28日）現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将

来に関する事項もありません。

 

［事業等のリスク］

　本有価証券届出書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性の

ある事項には、以下のようなものがあります。

　なお、文中の将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日（平成24年９月28日）現在において当社が判断したものであり

ます。

 

(1）オペレーティング・リース事業固有のリスクについて

　当社は、収益の大半をタックス・リース・アレンジメント事業に依存していることから、以下のリスクが顕在化した場合

には、当社の業績に大きな影響を与える可能性があります。

　なお、当社のタックス・リース・アレンジメント事業は、当社子会社（ＳＰＣ）を用いたオペレーティング・リース事業

により行っており、当該オペレーティング・リース事業に係るリスクには以下のものがあります。

①　賃借人の倒産等の影響を受けるリスク

　賃借人についての破産手続、民事再生手続又は会社更生手続等の法的倒産手続の開始など、何らかの理由で賃借人から

当社子会社（ＳＰＣ）に対してリース料が支払われない事態が生じた場合には、オペレーティング・リース事業の収支

が悪化して、当該事業に投資している投資家が損失を被る可能性があります。

　この場合、当社が組成するオペレーティング・リース事業に対する投資家の投資意欲が減退するなどして当社が組成

する新規のオペレーティング・リース事業への投資を募ることが困難となるなどの可能性があり、その結果、匿名組合

契約に基づく権利の販売が減少する等して、当社が受け取る業務受託手数料が減少し、当社の業績に影響を与える可能

性があります。

　当社は、賃借人の倒産等のリスクを減少させるため、世界的にも大手の海運会社及び航空会社を中心にオペレーティン

グ・リース事業の組成を行っております。また、万が一、賃借人について法的倒産手続が開始された場合にも、リース物

件の売却や新たな賃借人を見つけることなどにより、リース料が支払われないことによって、オペレーティング・リー

ス事業の収支が悪化することを回避する方針であります。もっとも、かかる対処にもかかわらず、不測の事態が生じた場

合には、当該事業の収支が悪化する可能性は否定できず、この場合、投資家の投資意欲が減退し、匿名組合契約に基づく

権利の販売額が減少する等して、当社の業務受託手数料等が減少し、当社の業績に影響を与える可能性があります。

 

②　将来のリース物件売却価額の変動リスク（残存価格リスク）

　リース期間終了後、賃借人がリース物件を購入しない場合には、当社子会社（ＳＰＣ）は市場を通じて第三者に売却す

ることになりますが、当初想定したリース物件の売却価額より低い価額でしか売却できない事態が生じた場合には、オ

ペレーティング・リース事業の収支が悪化して、当該事業に投資している投資家が損失を被る可能性があります。

　この場合、当社が組成するオペレーティング・リース事業に対する投資家の投資意欲が減退するなどして当社が組成

する新規のオペレーティング・リース事業への投資を募ることが困難となるなどの可能性があり、その結果、匿名組合

契約に基づく権利の販売額が減少する等して、当社の業務受託手数料が減少し、当社の業績に影響を与える可能性があ

ります。

　当社は、リース物件の売却価額について、事案によっては残価保証会社による残価保証を利用することにより一定額以

上でのリース物件の換価を確保するなどして価格変動のリスクに対処しております。もっともかかる対処にもかかわら

ず、不測の事態が発生した場合における当該事業の収支が悪化する可能性は否定できず、この場合、投資家の投資意欲が
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減退し、匿名組合契約に基づく権利の販売額が減少する等して、当社の業務受託手数料等が減少し、当社の業績に影響を

与える可能性があります。

 

③　商品出資金に計上している匿名組合契約に基づく権利について

　当社は、当社子会社（ＳＰＣ）に係る匿名組合契約に基づく権利について投資家にこれを譲渡することを前提に一時

的に取得する場合があり、当該匿名組合契約に基づく権利を貸借対照表の「流動資産の部」に通常の「出資金」とは区

別して「商品出資金」として取得価額で計上しております。

　従って、当社が当該商品出資金を保有している間に、リース物件の価値の下落、賃借人の信用の悪化、為替相場が円高に

なるなどの事由により当該商品出資金の価値が取得価額を下回った場合には、当社は当該商品出資金について評価損ま

たは譲渡損を計上することになり、当社の業績に影響を与える可能性があります。

　また、当社が保有する商品出資金を譲渡する投資家を最終的に見つけることができなかった場合には、当社が当該商品

出資金の譲渡に伴い受け取ることを見込んでいた業務受託手数料を受け取ることができず、また、かかる場合には、当該

商品出資金に係る持分について、当社が投資家として、オペレーティング・リース事業に関与することになるため、リー

ス物件の価額の下落等の事情が生じることにより、当該持分への出資金の全部または一部を回収できなくなる可能性が

あり、これらの場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。

 

④　為替リスク

（ⅰ）当社の業務受託料の換算額に対する影響

　当社が、当社子会社（ＳＰＣ）から受け取る業務受託手数料は、主に外貨建てとなっております。このため、為替相

場が円高になった場合には、当該業務受託手数料を円に換算した時に為替相場の変動の影響を受ける結果、当該業

務受託手数料が当初の想定額よりも少なくなることにより、当社の業績に影響を与える可能性があります。

 

（ⅱ）新規オペレーティング・リース事業に対する影響

　当社が組成するオペレーティング・リース事業では、リース物件の売却が外貨で行われる場合で、当該オペレー

ティング・リース事業の組成時点の為替レートよりも円高となった場合には、投資家にとって、オペレーティング

・リース事業の円換算後の損益が悪化し、当該事業に投資している投資家が損失を被る可能性があります。

　また、リース期間満了時に、投資家が受け取る出資金は外貨建てが多く、出資時よりも円高となった場合、受取額が

当初出資額よりも減少し、投資家にとって、オペレーティング・リース事業の円換算後の収支が悪化し、当該事業に

投資している投資家が損失を被る可能性があります。

　このように、投資家が、将来、円高となってオペレーティング・リース事業の損益または収支が悪化し、損失を被る

と予測する場合には、投資家の投資意欲が減退するなどして、当社が組成する新規のオペレーティング・リース事

業への投資を募ることが困難となるなどの可能性があり、その結果、匿名組合契約に基づく権利の販売額が減少す

る等して、当社の業務受託手数料が減少し、当社の業績に影響を与える可能性があります。
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（ⅲ）商品出資金の譲渡に対する影響

　当社が、外貨建てで取得した商品出資金を投資家に円建てで譲渡するにあたり、当該商品出資金の地位譲渡価格を

オペレーティング・リース事業組成時点の為替レートの水準に基づいて決定しております。

　このため、当該商品出資金の取得後に急激に為替相場が円高傾向になった場合には、当該オペレーティング・リー

ス事業の組成時点の為替レート水準に基づいて決定された円建ての地位譲渡価格が、地位譲渡時点における円建て

での為替レート水準で算定される商品出資金の価格に比して割高になり、投資家の投資意欲が減退し、当該商品出

資金を購入する投資家が減少するなどの事由により、当初の販売計画に遅れが生じ、当社の業績に影響を与える可

能性があります。

 

(2）法的規制について

①　金融商品取引法

　オペレーティング・リース事業において締結される匿名組合契約、または任意組合契約に基づく投資家の権利は、金融

商品取引法第２条第２項第５号の有価証券に該当するため、当社は金融商品取引法及び金融商品販売法をそれぞれ遵守

する必要があります。

　この点、当社はオペレーティング・リース事業において、匿名組合契約等に基づく権利を含む匿名組合出資持分等の私

募の取扱い等の業務を行っているため、金融商品取引法第29条に基づく第二種金融商品取引業の登録を受けておりま

す。金融商品取引法では、第52条にて、登録の取消、業務の停止等となる要件を定めており、これに該当した場合、当社に

対して登録の取消、業務の停止が命じられることがあります。

　当社は、かかる業務を行うにあたり法令規則等の遵守を徹底しており、本有価証券届出書提出日現在において、かかる

登録の取消事由に該当する事実はないと認識しておりますが、今後、何らかの事由により当社が登録の取消や業務の停

止命令の行政処分等を受けた場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。

 

②　税務その他関連する法制

　当社子会社（ＳＰＣ）を用いたオペレーティング・リース事業は、現行の税務、会計その他当該事業に関連する法令等

に基づきその組成を行っております。

　当社は、オペレーティング・リース事業を組成する際に、個別に税理士、弁護士等から意見書を取得することなどによ

り、関連する法令等の内容及びその法解釈について必要な検証を行っております。しかしながら、将来、当該法令等が改

正され若しくは新たに制定されることにより課税の取扱いに変更が生じた場合には、当社が組成するオペレーティング

・リース事業に対する投資家の投資意欲が減退して当社の組成する新規のオペレーティング・リース事業への投資を

募ることが困難となるなどの可能性があり、その結果、匿名組合契約に基づく権利の販売額が減少する等して、当社の業

務受託手数料が減少し、当社の業績に影響を与える可能性があります。

　過去においては、平成17年度税制改正における「租税特別措置法第67条の12（組合事業に係わる損失がある場合の課

税の特例）」により、営業者が投資家へ分配される損失及び利益のうち、投資家が損金として計上できる額は出資額を

上限とするなど、税当局による規制強化が図られております。

　また、将来、会計基準が改正され、オペレーティング・リース取引における賃借人にとってのオフバランス効果が減少

した場合には、オペレーティング・リース事業の組成案件数が減少するなどして、当社の業績に影響を与える可能性が

あります。

 

③　銀行法、保険業法、その他関連する法令等

　当社は、タックス・リース・アレンジメント事業以外に、保険仲立人業、銀行代理業、金融商品仲介業等のその他事業を

展開しており、銀行法、保険業法、金融商品取引法に基づき、銀行代理業の許可の取得、保険仲立人の登録、金融商品仲介

業の登録を行っております。これらの業務を行うためには、保険業法、銀行法、金融商品取引法、個人情報保護法、その他

関連する法令等を遵守する必要があります。

　当社は、かかる業務を行うにあたり法令規則等の遵守を徹底しており、本有価証券届出書提出日現在において、かかる

登録・許可の取消事由に該当する事実はないと認識しておりますが、今後、何らかの事由により当社が業務停止命令や

登録の取消等の行政処分等を受けた場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。
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(3）特定業種への依存について

　オペレーティング・リース事業の対象物件は、海上輸送用コンテナ、船舶及び航空機が中心のため、海運業界や航空業界

の設備投資動向にオペレーティング・リースの組成動向が影響を受ける可能性があり、結果として当社の業績に影響を与

える可能性があります。

　また海運業界や航空業界の業績次第では、投資家の賃借人への信頼度が低下したり、リース期間終了時の物件売却価額が

低下する可能性があるため、投資家の投資意欲が減退し、匿名組合契約に基づく権利の販売額が減少する等して、当社の業

務受託手数料等が減少し、当社の業績に影響を与える可能性があります。

 

(4）第２四半期または第４四半期の業績偏重について

　当社の販売する匿名組合事業契約に基づく権利につきましては、その初回損益分配時期までに出資することにより投資

効果が得られますが、国内法人の傾向として、３月決算もしくは９月決算が多いため、投資額も３月もしくは９月に集中す

る傾向があります。これにより、当社の業績は第２四半期または第４四半期に偏重する傾向があり、今後も同様の傾向が続

く可能性があります。なお、初回損益分配時期が到来する案件の多寡、販売状況等、様々な要因で上記の通りにならない可

能性もあります。

　第８期、第９期及び第10期における当社の四半期売上高及び通期売上高に対する比率は以下のとおりであります。

第８期（平成20年10月１日～平成21年９月30日）

 
第１四半期

（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

第２四半期
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

第３四半期
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

第４四半期
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

売上高（千円） 127,068 259,492 112,979 357,380

通期売上高に占める比率
（％）

14.8 30.3 13.2 41.7

 

第９期（平成21年10月１日～平成22年９月30日）

 
第１四半期

（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

第２四半期
（自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日）

第３四半期
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

第４四半期
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

売上高（千円） 293,834 591,404 241,059 495,639

通期売上高に占める比率
（％）

18.1 36.4 14.9 30.6

 

第10期（平成22年10月１日～平成23年９月30日）

 
第１四半期

（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

第２四半期
（自　平成23年１月１日
至　平成23年３月31日）

第３四半期
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

第４四半期
（自　平成23年７月１日
至　平成23年９月30日）

売上高（千円） 712,148 553,306 207,060 519,954

通期売上高に占める比率
（％）

35.7 27.8 10.4 26.1

 

(5）個人情報・機密情報の取扱いについて

　当社は、タックス・リース・アレンジメント事業及びその他事業において、顧客・紹介者の個人情報・機密情報を取得・

保有しております。

　当社は、外部からの不正アクセスおよびウイルス感染の防御、内部管理体制の強化等の対策を行っておりますが、万一、当

社が扱う個人情報・機密情報が外部に漏洩した場合は、行政処分、損害賠償、当社の信用力の低下等により、当社の業績に

影響を与える可能性があります。
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(6）金融資本市場及び経済状況の混乱による影響について

　過去、リーマンショックが発生した際には、世界的な金融システムの混乱が生じ、金融業界の事業環境に、深刻な信用収

縮、金融システムへの信頼性の低下、またそれを原因とした世界経済の悪化等、様々な影響が生じました。現在では、欧州債

務危機等が、世界経済に与える影響が懸念されております。今後、世界経済の悪化や金融システムの不安定な状況が発生し

た場合、リース事業の組成・販売が困難になる可能性があります。そのような状況に陥った場合、当社の業績に影響を与え

る可能性があります。

 

(7）資金調達に関するリスク

　当社は、当社子会社（ＳＰＣ）に係る匿名組合契約に基づく権利を、投資家にこれを譲渡することを前提に一時的に取得

する場合があり、その取得資金は、自己資金による他、借入等の資金調達によっております。資金調達は、株式会社三井住友

銀行をアレンジャーとするコミットメントライン契約に基づく借入金（平成23年10月契約）、株式会社みずほ銀行とのコ

ミットメントライン契約に基づく借入金（平成24年１月契約）、その他コミットメントライン契約及び当座貸越契約を含

む各金融機関からの借入金によっております。本有価証券届出書提出日現在で、コミットメントライン契約及び当座貸越

極度額の総額は、98.5億円で設定しており、これらの契約の大部分は、その契約期間が概ね１年です。世界経済の悪化等何

らかの理由により、コミットメントライン契約及び当座貸越契約を更新できない場合、またはその他の借入を実行できな

くなった場合には、当社にとって必要な資金をタイムリーに調達できなくなることから当社の業績に影響を与える可能性

があります。

 

(8）連結の範囲決定に関する事項

特別目的会社（ＳＰＣ）の連結会計上の取扱について

　平成20年５月13日に「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」（企業会計基準適

用指針第22号）が公表されたことに伴い、当社は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年

大蔵省令第28号）第５条第１項第２号に基づき、当社の子会社を連結の範囲に含めることで利害関係者の判断を著しく

誤らせるおそれがある子会社と判断し、連結の範囲から除いております。

　今後、新たな基準の設定や、実務指針等の公表により、特別目的会社（ＳＰＣ）に関する連結範囲の決定について、当社

が採用している方針と大きく異なる会計方針が確立された場合には当社の連結範囲決定方針においても大きな変更が

生じ、当社の業績に影響を与える可能性があります。

 

(9）財務制限条項について

　当社のコミットメントライン契約及び借入契約には、財務制限条項が付されているものがあり、当社の業績が悪化した場

合には、財務制限条項に抵触し、借入について期限の利益を喪失する可能性があります。期限の利益を喪失し、一括返済が

求められた場合、当社の事業運営に重大な影響を生じる可能性があります。

　本有価証券届出書提出日現在、財務制限条項が付されている借入は以下のとおりであります。

①　コミットメントライン契約（借入極度額44.5億円）に付されている財務制限条項（平成23年10月契約）

（ⅰ）平成23年９月期末日以降の各事業年度末日及び各第２四半期会計期間末日における単体の貸借対照表に記載さ

れる純資産の部の合計金額を、平成22年９月期末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額

の75％に相当する金額以上に維持すること。

（ⅱ）平成23年９月期末日以降の各事業年度末日及び各第２四半期会計期間末日における単体の損益計算書に記載さ

れる経常損益を損失としないこと。

 

②　当座貸越契約（貸越極度額５億円）に付されている財務制限条項（平成23年11月契約）

（ⅰ）単体の各年度の第１四半期、第２四半期、第３四半期及び本決算期の各末日における単体の貸借対照表の純資産

の部の金額を、平成23年９月の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75％以上に維持すること。

（ⅱ）単体の各年度の第２四半期及び本決算期の損益計算書における経常損益について損失を計上しないこと。
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③　コミットメントライン契約（借入極度額15億円）に付されている財務制限条項（平成24年１月契約）

（ⅰ）平成24年１月以降の各事業年度における単体決算（第２四半期決算を含む）において、純資産の部の金額を平成

23年９月期決算における純資産の部の金額の75％以上に維持すること。

（ⅱ）平成24年１月以降の各事業年度における単体決算（第２四半期決算を含む）において、経常損益を黒字に維持す

ること。

 

④　コミットメントライン契約（借入極度額５億円）に付されている財務制限条項（平成24年４月契約）

（ⅰ）各年度の決算期及び第２四半期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額が、平成23年９月の

末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75％の金額以上であること。

（ⅱ）各年度の決算期及び第２四半期に係る単体の損益計算書上の経常損益に関して、経常損失を計上していないこ

と。

 

⑤　コミットメントライン契約（借入極度額５億円）に付されている財務制限条項（平成24年５月契約）

（ⅰ）各事業年度末日又は各第２四半期末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額が、平成23年９月の

末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75％以上であること。

（ⅱ）各事業年度又は各第２四半期における単体の損益計算書の経常損益を損失としないこと。

 

⑥　コミットメントライン契約（借入極度額８億円）に付されている財務制限条項（平成24年９月契約）

（ⅰ）本契約締結日以降の各事業年度における単体決算において、純資産の部の金額を前年同期比75％以上に維持する

こと。

（ⅱ）本契約締結日以降の各事業年度における単体決算（第２四半期決算を含む）において、経常損益を損失としない

こと。

 

(10）重要な訴訟事件等に関わるリスク

　当社及び子会社は、オペレーティング・リースを利用したタックス・リース・アレンジメント事業及びその他事業を展

開していますが、これらに関連して、投資家・紹介先等より法的手続等を受ける可能性があります。当社及び子会社が今後

当事者となる可能性のある訴訟、および法的手続きの発生や結果を予測することは困難ではありますが、当社及び子会社

に不利な結果が生じた場合は、当社及び子会社の業績及び事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

 

(11）小規模組織であること並びに優秀な人材の確保及び育成について

　当社は第11期第３四半期会計期間の末日現在、常勤取締役４名、監査役３名、従業員47名と規模が比較的小さく、内部管理

体制も規模に応じたものとなっております。当社は、今後の業務規模の拡大及び業務内容の多様化に対応するべく、人員の

増強及び内部管理体制の一層の充実を図る予定ですが、人材等の増強が予定どおり進まなかった場合、または既存の人材

が社外に流出した場合、当社の事業計画に遅れが生じ、当社の業績に影響を与える可能性があります。

　また、当社は未だ成長途上にあり、事業の拡大をしていく上で、優秀な人材を適切な時期に確保し育成する必要がありま

す。そのような人材が確保または育成されない場合には、当社の事業計画に遅れが生じ、当社の業績に影響を与える可能性

があります。

 

EDINET提出書類

株式会社ＦＰＧ(E24651)

有価証券届出書（組込方式）

26/34



(12）代表取締役社長への依存及び当社の事業推進体制について

　当社の代表取締役社長である谷村尚永は、当社の創業者であるとともに、設立時より最高経営責任者であり、また、本有価

証券届出書提出日現在、当社の発行済株式総数の12.32％（ＨＴホールディングス株式会社（同氏が代表取締役を務める

資産管理会社）の保有割合49.32％と合計した保有割合は61.64％）を保有する大株主であります。同氏は、オペレーティ

ング・リース事業の組成・販売に関する豊富な経験と知識や、取引先、投資家等各分野に渡る人脈を有しており、また、経

営方針や事業戦略等の立案及び決定を始め、当社の事業推進の中心的役割を担っていることから、当社における同氏への

依存度は高いものとなっております。

　このため当社では、取締役会や社内会議において、役職員の情報共有や経営組織の強化を図り、同氏に過度に依存しない

経営体制の整備を進めております。しかし、現時点においては、何らかの理由により同氏が当社の経営者として業務執行が

困難となった場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。
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２　臨時報告書の提出

　後記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書（第10期）の提出日以後、本有価証券届出書提出日（平成24年９月28

日）までの間において、次のとおり臨時報告書を関東財務局長に提出しております。

Ⅰ　当社は、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基

づく臨時報告書を平成23年12月26日に関東財務局長に提出しております。

　その報告内容は下記のとおりであります。

(1）株主総会が開催された年月日

平成23年12月22日

 

(2）決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

当事業年度末の普通株式の配当金を１株につき70円といたします。

 

第２号議案　取締役４名選任の件

取締役として、谷村尚永、上田直之、久保出健二、髙橋和樹の４氏を選任いたします。

 

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、安田正敏氏を選任いたします。

 

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに

当該決議の結果

決議事項
賛成数
（個）

反対数
（個）

棄権数
（個）

賛成割合
（％）

決議の結果

第１号議案      

剰余金の配当の件 19,379 4 0 97.84 可決

第２号議案      

取締役４名選任の件      

谷村　尚永 19,379 4 0 97.84 可決

上田　直之 19,379 4 0 97.84 可決

久保出　健二 19,378 5 0 97.84 可決

髙橋　和樹 19,378 5 0 97.84 可決

第３号議案      

補欠監査役１名選任の件      

安田　正敏 19,372 11 0 97.81 可決

　（注）１　各議案の可決要件は次のとおりです。

①第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

②第２号及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、

その議決権の過半数の賛成による。

２　賛成割合は、出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席分）に対する割合であります。また小数点第３位

以下を切り捨てております。

 

(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　事前行使された議決権数及び当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権数の集計により、

全ての議案は可決要件を満たしたことから、当日出席の株主のうち賛成、反対及び棄権の確認ができない議決権数は加

算しておりません。
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Ⅱ　当社は、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号の規定に基づく

臨時報告書を平成24年８月27日に関東財務局長に提出しております。

　その報告内容は下記のとおりであります。

(1）当該異動に係る主要株主の氏名又は名称

主要株主となるもの　　ＨＴホールディングス株式会社

 

(2）当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合

 所有議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前 0個 0.00％

異動後 37,000個 49.93％

　（注）　総株主等の議決権に対する割合は、平成24年３月31日現在の発行済株式総数7,411,800株から議決権を有しない株式数

1,800株を控除した総株主の議決権の数74,100個を基準として算出しており、小数点以下第三位を四捨五入しており

ます。

 

(3）当該異動の年月日

平成24年８月27日

 

(4）その他の事項

本報告書提出日現在の資本金の額　　　　334,105,400円

本報告書提出日現在の発行済株式総数　　　7,411,800株

 

３　資本金の増減

　後記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書（第10期）「第一部　企業情報　第４　提出会社の状況　１　株式等の状況

　(5）発行済株式総数、資本金等の推移」に記載された資本金について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出

書提出日（平成24年９月28日）までの間において、次のとおり増加しております。

年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成24年９月14日
（注）１

90,000
7,501,800
（注）２

4,500 338,605 4,500 288,605

　（注）１　新株予約権の行使による増加であります。

２　平成23年11月１日付をもって、１株を３株に株式分割したため、発行済株式総数が4,941,200株増加しております。そ

の結果、発行済株式総数は、有価証券報告書（第10期）提出日現在では7,411,800株となっております。
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第四部【組込情報】
 

　次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

 有価証券報告書
事業年度
（第10期）

自　平成22年10月１日
至　平成23年９月30日

平成23年12月26日
関東財務局長に提出

 四半期報告書
事業年度

（第11期第３四半期）
自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日

平成24年８月13日
関東財務局長に提出

　なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織（ＥＤＩＮＥＴ）を使用して提出した

データを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について（電子開示手続等ガイドライン）Ａ４－１

に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
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第五部【提出会社の保証会社等の情報】
 

　該当事項はありません。

 

第六部【特別情報】
 

　該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　 　

　

　 平成24年８月13日

株式会社　ＦＰＧ 　

　 取締役会　御中　　
　

　 新日本有限責任監査法人 　
　

　
指定有限責任社員

業務執行社員
　 公認会計士 古谷　伸太郎　

　

　
指定有限責任社員

業務執行社員
　 公認会計士 長南　伸明　

　

　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ＦＰＧの

平成23年10月１日から平成24年９月30日までの第11期事業年度の第３四半期会計期間（平成24年４月１日から平成24年

６月30日まで）及び第３四半期累計期間（平成23年10月１日から平成24年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半

期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ＦＰＧの平成24年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第

３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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　 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 　

　　

　 平成22年12月22日

株式会社　ＦＰＧ 　

　 取締役会　御中 　
　
　 新日本有限責任監査法人 　
　

　
指定有限責任社員

業務執行社員
　 公認会計士 松浦　康雄

　

　
指定有限責任社員

業務執行社員
　 公認会計士 長南　伸明

　　

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社ＦＰＧの平成21年10月１日から平成22年９月30日までの第９期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益

計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ＦＰ

Ｇの平成22年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

追記情報

　重要な後発事象に記載のとおり、会社は平成22年10月29日にコミットメントライン契約を締結している。

＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ＦＰＧの平成22年９月30

日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書を作成す

る責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。また、

財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監

査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの

合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評

価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んで

いる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、株式会社ＦＰＧが平成22年９月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統

制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係

る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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　 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 　

　　

　 平成23年12月22日

株式会社　ＦＰＧ 　

　 取締役会　御中 　
　
　 新日本有限責任監査法人 　
　

　
指定有限責任社員

業務執行社員
　 公認会計士 古谷　伸太郎

　

　
指定有限責任社員

業務執行社員
　 公認会計士 長南　伸明

　　

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社ＦＰＧの平成22年10月１日から平成23年９月30日までの第10期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益

計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ＦＰ

Ｇの平成23年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ＦＰＧの平成23年９月30

日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書を作成す

る責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。また、

財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監

査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの

合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評

価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んで

いる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、株式会社ＦＰＧが平成23年９月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統

制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係

る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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